
 

 

 

川越市企業立地奨励金等交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、新規の立地により操業を開始した企業等に対し、予算の範

囲内において企業立地奨励金等を交付することにより、市内への積極的な企

業立地を促進し、安定的な市税の確保及び市民の雇用機会の拡大を図り、もっ

て地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（規則の適用） 

第２条 企業立地奨励金等の交付に関しては、川越市補助金等の交付手続等に

関する規則（昭和５４年規則第９号）に定めるもののほか、この要綱に定める

ところによる。  

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1)  企業等 営利事業を目的とする法人又は営利事業を営む個人をいう。 

(2) 事業所 企業等がその事業の用に直接供する施設及びこれに附属する関

連施設をいう。 

(3) 立地 企業等がその事業の用に供するため、次に掲げるいずれかの行為

により事業所（関連施設の延べ床面積の合計が事業の用に直接供する施設

の延べ床面積の合計を超えない場合に限る。）を設置することをいう。 

 ア 市内に事業所を有しない企業等が、市内に所有し、購入し、又は賃借等

をする土地に、新たに事業所を建築すること。 

イ 市内に事業所を有しない企業等が、当該企業等のために市内に新たに

建築される事業所を当該企業等以外の者から賃借すること。 

ウ 市内に事業所を有する企業等が、市内の別の場所（当該事業所の隣接

地を含む。エにおいて同じ。）に所有し、購入し、又は賃借等をする土地

に、新たに事業所を建築すること。 

エ 市内に事業所を有する企業等が、市内の別の場所に、当該企業等のた

めに市内に新たに建築される事業所を当該企業等以外の者から賃借する

こと。 

オ 市内に事業所を有する企業等が、当該事業所の敷地内において事業所

を新設又は拡張すること。 

(4) 事業者 立地をする企業等をいう。 

（企業立地奨励金の交付要件）  

第４条 企業立地奨励金の交付を受けることができる要件は、次のとおりとす

る。  

⑴ 立地をする事業所が、次のいずれかに該当するものであること。 

ア 日本標準産業分類（令和５年総務省告示第２５６号）に定める産業の

うち、製造業及び情報通信業の事業の用に供されるものであること。 



 

 

 

イ 知事承認（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化

に関する法律（平成１９年法律第４０号）に基づき、企業等が策定した埼

玉県基本計画又は埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画に係る

地域経済牽引事業計画についての埼玉県知事の承認をいう。以下同じ。）

を受けた地域経済牽引事業計画に基づき、同計画に係る事業のために立

地する事業者の用に供されるものであること。 

⑵ 立地をする事業所の敷地面積が１，０００㎡以上で、かつ、当該事業所の

延べ床面積が５００㎡以上であること。ただし、第３条第３号オに規定す

る新設又は拡張にあっては、延べ床面積が５００㎡以上であること。 

⑶ 立地をする事業所において常時雇用従業員（労働基準法（昭和２２年法

律第４９号）第２０条の規定による解雇の予告を必要とする者で、かつ、厚

生年金保険に加入する者をいう。以下同じ。）の数が１０人以上であること。 

⑷ 本市が事業者に課した市税のうち、納期限が到来した市税に滞納がない

こと。 

（企業立地奨励金の交付額等） 

第５条 企業立地奨励金の額は、立地をする事業所が操業を開始した日以後、当

該事業所（第３条第２号に規定する関連施設にあっては、当該関連施設の延べ

床面積の合計が企業等の事業の用に直接供する施設の延べ床面積を超えない

範囲に限る。）、その立地に係る土地（その取得の日から３年以内に操業を開始

した事業所に係る土地に限る。）、家屋及び地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第３８３条の規定に基づき申告のあった償却資産について課した固定資

産税及び都市計画税に相当する額を合計した額に、別表第１に掲げる区分に

応じた割合を乗じて得た額とする｡ 

ただし、複数項目に該当する場合は、該当する項目すべてについて算出され

る額を合算するものとする。（当該額に１００円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てる。） 

２ 立地をした事業所が賃貸借に係るものである場合は、各会計年度の交付額

は、その交付申請の日前１年間の当該賃貸借に係る賃借料（当該土地に係る部

分を除く。）に相当する額を限度とする。 

３ 企業立地奨励金は、立地をする事業所が操業を開始した日以後、最初に固定

資産税及び都市計画税を課する会計年度の翌会計年度から起算して５箇年度

に限り、交付するものとする。 

４ 交付額は、１箇年につき１，０００万円を上限とする。 

（雇用促進奨励金の交付額等） 

第６条 市長は、第８条の規定による認定を受けた企業立地奨励金対象事業者

が立地をする事業所の操業を開始するに当たり、市内に住所を有する者を常

時雇用従業員として新たに当該事業所において雇用し、かつ、当該雇用の期間

が当該事業所の操業を開始した日から第１０条第１項の規定による交付申請



 

 

 

の日までにおいて１年以上継続している場合には、雇用促進奨励金を初年度

（当該操業を開始した日以後、前条第２項に規定する固定資産税及び都市計

画税を初めて賦課する会計年度をいう。）に限り、企業立地奨励金と併せて交

付することができる。 

２ 雇用促進奨励金の額は、第１項に規定する場合に該当する常時雇用従業員

の数に３０万円を乗じて得た額とし、１事業所当たり３００万円を限度とす

る。 

（従業員転入奨励金の交付額等） 

第７条 市長は、第８条の規定による認定に係る企業立地奨励金対象事業者が

立地をする事業所の操業を開始するに当たり、既常時雇用従業員で市外に住

所を有する者のうち、当該事業所の操業を開始した日から起算して６カ月以

内に市内へ転入した従業員が、第１０条第１項の規定による交付申請の日ま

でにおいて１年以上継続して市内に住所を有し、かつ継続して雇用されてい

る場合には、従業員転入奨励金を初年度（当該操業を開始した日以後、第５条

第１項に規定する固定資産税及び都市計画税を初めて賦課する会計年度をい

う。）に限り、企業立地奨励金と併せて交付することができる。 

２ 従業員転入奨励金の額は、第１項に規定する場合に該当する常時雇用従業

員の数に３０万円を乗じて得た額に、対象従業員に１８歳以下のこどもがい

る場合、こどもの数に１０万円を乗じた額を加算した額とし、１事業所当たり

５００万円を限度とする。 

（認定） 

第８条 企業立地奨励金、雇用促進奨励金及び従業員転入奨励金（以下「奨励金

等」という。）の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ企業立地奨励金

対象事業者の認定（以下「認定」という。）を受けなければならない。 

２ 認定を受けようとする事業者は、企業立地奨励金対象事業者認定申請書（様

式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

⑴ 立地に係る土地の売買、賃貸借等又は立地に係る建物の賃貸借に関する

契約書の写し 

⑵ 立地に係る土地及び建物の登記事項証明書 

⑶ 立地に係る建物の建築確認済証の写し 

⑷ 立地に係る建物の配置図、平面図及び立面図 

⑸ 法人の登記事項証明書（個人にあっては、認定を受けようとする者の住

民票の写し） 

⑹ 会社概要書その他企業等の事業の概要を示す書類 

⑺ 立地をする事業所に係る常時雇用従業員の名簿及び厚生年金保険に加入

していることを明らかにする書類 

⑻ 労働契約書その他労働契約の内容を確認することができる書類 

⑼ BELS 評価書の写し 



 

 

 

⑽ ISO14001 に係る登録証の写し 

⑾ エコアクション２１認証・登録証の写し 

⑿ 埼玉県エコアップ認証書の写し 

⒀ 川越市との連携協定書の写し 

⒁ 埼玉県 SDGｓパートナーに係る登録証 

⒂ 知事承認を受けて行う立地の場合にあっては、知事承認を受けているこ

とを明らかにする書類 

⒃ 本社機能（総務部門、経理部門、企画部門その他これらに類する複数の部

門により構成される全社的な業務を統括する機能として、市長が認めるも

のをいう。別表第１において同じ。）を有する立地の場合にあっては、本社

機能を有することとなることを明らかにする書類 

⒄ 研究所機能を有する立地の場合にあっては、研究所機能を有することと

なることを明らかにする書類 

⒅ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに認定の可否を決定

し、その旨を企業立地奨励金対象事業者認定（不認定）通知書（様式第２号）

により、当該申請をした事業者に通知するものとする。 

４ 市長は、認定を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付する

ことができる。 

（操業開始の届出） 

第９条 前条第３項の規定により認定の通知を受けた事業者（以下「認定事業者」

という。）は、当該認定に係る事業所（以下「認定事業所」という。）において

操業を開始したときは、その日から起算して１月以内に企業立地奨励金認定

事業所操業開始届（様式第３号）により、市長に届け出なければならない。 

（奨励金等の交付申請及び交付決定） 

第１０条 奨励金等の交付を受けようとする認定事業者は、認定事業所が操業

を開始した日以後、別に定める日までに、企業立地奨励金等交付申請書（様式

第４号）に別表第２に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、奨励金等の交付の可否を決

定し、その旨を企業立地奨励金等交付（不交付）決定通知書（様式第５号）に

より、当該申請をした認定事業者に通知するものとする。 

（実績報告及び交付額の確定） 

第１１条 前条第２項の規定により奨励金等の交付決定の通知を受けた認定事

業者は、別に定める日までに、企業立地奨励金等実績報告書（様式第６号）を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、当該報告に係る内

容等が奨励金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか

を調査し、適合すると認めたときは、企業立地奨励金等金額確定通知書（様式



 

 

 

第７号）により、同項の認定事業者に奨励金の額を通知するものとする。 

（奨励金等の請求及び交付） 

第１２条 認定事業者は、前条第２項の規定により奨励金等の確定の通知を受

けたときは、別に定める日までに、企業立地奨励金等交付請求書（様式第８号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、遅滞なく当該請求に係る奨励

金等を当該認定事業者に交付するものとする。 

（変更申請） 

第１３条 認定事業者は、認定の申請又は奨励金等の交付申請の内容の変更（市

が認める軽微な変更を除く。）をする必要があるときは、あらかじめ企業立地

奨励金等申請事項変更申請書（様式第９号）に変更内容を示す書類を添えて、

市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該変更について

承認の可否を決定し、その旨を企業立地奨励金等申請事項変更承認（不承認）

通知書（様式第１０号）により、当該認定事業者に通知するものとする。 

（地位の承継） 

第１４条 合併、営業譲渡その他の事由により認定事業者の事業を承継した者

（以下「承継者」という。）は、前条第２項の規定による変更の承認通知のあ

った後速やかに、企業立地奨励金認定事業者承継届（様式第１１号）に承継の

事実を示す書類を添えて、市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、承継者が認定に係る事業を承継する場合に限り、当該認定事業者の

地位の承継に係る前条第１項の変更申請について承認することができる。 

（取消し） 

第１５条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認

定又は奨励金等の交付の決定を取り消すことができる。 

⑴ 第４条各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。 

⑵ 認定に係る事業を休止し、又は廃止したとき。 

⑶ 虚偽その他不正な行為により認定又は奨励金等の交付決定若しくは交付

を受けたとき。 

⑷ 第８条第４項の規定により市長が付した条件に違反したとき。 

⑸ 公害（環境基本法（平成５年法律第９１号）第２条第３項に規定する公害

をいう。）を発生させた場合において、その排除のために必要な措置を講じ

なかったとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 

 （奨励金等の返還） 

第１６条 市長は、次に掲げる場合において、既に奨励金等を交付しているとき

は、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。 

⑴ 第１２条第１項に規定する認定の申請又は奨励金等の交付申請の内容の



 

 

 

変更により奨励金等の交付額に変更が生じることとなった場合 

⑵ 前条の規定により奨励金等の交付の決定を取り消した場合 

（書類の整備等） 

第１７条 認定事業者は、交付を受けた奨励金等に係る関係書類を整備保管し

ておかなければならない。 

２ 前項の関係書類は、奨励金等の交付の日の属する会計年度の翌会計年度の

４月１日から５年間保管しなければならない。 

３ 認定事業者は、奨励金等に係る効果等を把握するために市が行う調査等に

協力し、固定資産税の納付状況、市内に住所を有する者の雇用の状況その他情

報の提供に努めるものとする。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、奨励金等の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日ま

でに第７条第２項に規定する申請をした事業者については、同日後も、なおそ

の効力を有する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の川越市企業立地奨励金等交付要綱（以下この項において「新要綱」

という。）の規定は、この要綱の施行の日以後に、新要綱第７条第２項に規定

する申請をした事業者について適用し、同日前に改正前の川越市企業立地奨

励金等交付要綱第７条第２項に規定する申請をした事業者について、なお従

前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条第１号及び第５条第２項の規定は、この要綱の施行の日以

後に、改正後の第７条第２項の規定による申請をした事業者について適用し、

同日前に改正前の同項の規定による申請をした事業者については、なお従前

の例による。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 



 

 

 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の川越市企業立地奨励金等交付要綱（以下この項において「新要綱」

という。）の規定は、この要綱の施行の日以後に、新要綱第８条第２項に規定

する申請をした事業者について適用し、同日前に改正前の川越市企業立地奨

励金等交付要綱第７条第２項に規定する申請をした事業者について、なお従

前の例による。 

 

 

 

 

 

別表第１（第５条、第８条関係） 

区 分 補助率 

第４条に規定する交付要件に合致する者 ２分の１ 

建築された家屋が ZEB（Net Zero Energy Building）の認

証を取得した場合、ISO14001、エコアクション 21 認証又

は、埼玉県エコアップ認証制度のいずれかの認証を取得し

た場合 

１０分の１ 

市との連携協定（防災協定、包括連携協定等）を締結した

場合又は、埼玉県 SDGs パートナーへ登録した場合 

１０分の１ 

知事承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づき、同計画に

係る事業のための立地の場合又は、本社機能若しくは研究所

機能を有する立地の場合（既に市内に本社機能又は研究所機

能を有している場合を除く。） 

１０分の１ 

  

 

別表第２（第１０条関係） 

奨励金等の種類 添付書類 

企業立地奨励金 １ 立地をした事業所の建物の登記事項証明書 

２ 建物検査済証の写し 

３ 市税に未納がない旨の証明書 

４ 被雇用者名簿 

５ その他市長が必要と認める書類 

雇用促進奨励金 １ 新規に雇用した者の住民票の写し 

２ 新規に雇用した常時雇用従業員の名簿及び厚生年

金保険に加入していることを明らかにする書類 

３ 労働契約書その他労働契約の内容を確認すること

ができる書類 



 

 

 

４ 市税に未納がない旨の証明書 

５ その他市長が必要と認める書類 

従業員転入奨励金 １ 申請に係る従業員の住民票の写し 

２ 市内に転入した常時雇用従業員名簿及び厚生年金

保険に加入していることを証する書類 

３ 労働契約書その他労働契約の内容を確認すること

ができる書類 

４ 市税に未納がない旨の証明書 

５ その他市長が必要と認める書類 

 

  



 

 

 

様式第１号（第８条関係） 

 

          企業立地奨励金対象事業者認定申請書 

 

                               年  月  日 

 

（提出先） 

川越市長 

 

                 申請者 所在地（住所）            

                    事 業 者 名             

                        代 表 者 氏 名              

 

 

 下記の事業所に係る企業立地奨励金対象事業者の認定を受けたいので、川越市企業立

地奨励金等交付要綱第８条第２項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

                   記 

 

 事 業 所 の 名 称  

 事 業 所 の 所 在 地  

 事 業 種 目  

 従 業 員 の 数                    人 

 事 業 所 の 敷 地 面 積               平方メートル 

 事 業 所 の 延 床 面 積               平方メートル 

 敷地取得(賃貸借契約)年月日          年    月    日 

 操 業 開 始 予 定 日          年    月    日 

 ※ 敷地内増築にあたっては、増築部の稼働開始日を「操業開始予定日」に記載して

ください。 

 ※ 企業立地奨励金対象事業者の認定に係る審査、企業立地奨励金の額の算定のため  

の市税の納付状況の確認及び固定資産税課税台帳その他課税資料の調査等を市に

おいて行うことについて承諾します。

 

  



 

 

 

様式第２号（第８条関係） 

 

        企業立地奨励金対象事業者認定 （不認定） 通知書 

 

                               第     号                                    

                               年  月  日 

 

              様 

 

                      川越市長           印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった企業立地奨励金対象事業者の認定につい

ては、下記のとおり認定 (不認定) しましたので、川越市企業立地奨励金等交付要綱第

８条第３項の規定により通知します。 

 

                   記 

 

 認 定 番 号       第        号 

 事 業 者 名  

 所 在 地 （ 住 所 ）  

 代 表 者 氏 名  

 事 業 所 の 名 称  

 事 業 所 の 所 在 地  

 

 

 

  

 

不  認  定  の  理  由 

 



 

 

 

様式第３号（第９条関係） 

 

             企業立地奨励金認定事業所操業開始届 

 

                                年  月  日 

 

（提出先） 

川越市長 

 

                     所在地（住所）            

                    事 業 者 名             

                        代 表 者 氏 名              

 

 

     年  月  日付け    第   号で企業立地奨励金対象事業者の認定

を受けた下記の事業所の操業を開始しましたので、川越市企業立地奨励金等交付要綱第９

条の規定により届け出ます。 

 

                   記 

 

 認 定 番 号       第        号 

 事 業 所 の 名 称  

 事 業 所 の 所 在 地  

 従 業 員 の 数                    人 

 事 業 所 の 敷 地 面 積               平方メートル 

 事 業 所 の 延 床 面 積               平方メートル 

 操 業 開 始 年 月 日          年    月    日 

 

  



 

 

 

様式第４号（第１０条関係） 

企業立地奨励金等交付申請書 

                                年  月  日 

 

（提出先） 

川越市長 

                 申請者 所在地（住所）            

                    事 業 者 名             

                        代 表 者 氏 名    

           

 下記のとおり企業立地奨励金等の交付を受けたいので、川越市企業立地奨励金等交付

要綱第１０条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

                   記 

 認 定 番 号        第        号 

 事 業 所 の 名 称   

 事 業 所 の 所 在 地   

従 業 員 の 数                    人 

企業立地奨励金等交付申請額 金             円 

内 

訳 

企 業 立 地 奨 励 金                    円 

雇 用 促 進 奨 励 金                    円 

従 業 員 転 入 奨 励 金 
（内こどもに加算される金額） 

                   円 
（                  円） 

添 付 書 類 

１ 企業立地奨励金 

⑴ 立地した事業所の建物の登記事項証明書 

⑵ 建物検査済証の写し 

⑶ 市税に未納がない旨の証明書 

⑷ 被雇用者名簿 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 雇用促進奨励金 

⑴ 新規に雇用した者の住民票の写し 

⑵ 新規に雇用した常時雇用従業員名簿及び厚生年金保険
に加入していることを証する書類 

⑶ 労働契約書その他労働契約の内容を確認することができる書類 

⑷ 市税に未納がない旨の証明書 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

３ 従業員転入奨励金 

 ⑴ 申請に係る従業員の住民票の写し 

 ⑵ 市内に転入した常時雇用従業員名簿及び厚生年金保険
に加入していることを証する書類 

⑶ 労働契約書その他労働契約の内容を確認することができる書類 

⑷ 市税に未納がない旨の証明書 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

  ※ 企業立地奨励金等の交付決定に係る審査、企業立地奨励金の額の算定のための市税の納付状況の確
認及び固定資産税課税台帳その他課税資料の調査等を市において行うことについて承諾します。 

 

☐ 従業員転入奨励金のうち、こどもに加算される金額については、制度の趣旨を踏まえ、
当該従業員に還元することを誓約します。 



 

 

 

様式第５号（第１０条関係） 

 

企業立地奨励金等交付（不交付） 決定通知書 

                               第     号                                    

                               年  月  日 

 

              様 

 

                    川越市長             印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった企業立地奨励金等の交付の申請について

は、下記のとおり交付（不交付）の決定をしましたので、川越市企業立地奨励金等交付要

綱第１０条第２項の規定により通知します。 

 

                   記 

 

認 定 番 号       第        号 

事 業 所 の 名 称  

事 業 所 の 所 在 地  

企業立地奨励金等交付決定額 金              円 

内 

訳 

企 業 立 地 奨 励 金                 円 

雇 用 促 進 奨 励 金                 円 

従 業 員 転 入 奨 励 金                 円 

  ＜条件＞ 

交付の決定に係る企業立地奨励金の算定の基礎となる固定資産税額又は都市計

画税額を減額する更正を受けたときその他企業立地奨励金等の交付申請の内容を

変更する場合においては、市長の承認を受けること。 

 

 

 

 

不  交  付  の  理  由 

 



 

 

 

様式第６号（第１１条関係）  

 

企業立地奨励金等実績報告書 

年   月   日 

 

（提出先） 

川越市長 

                     所在地（住所）            

                    事 業 者 名             

                        代 表 者 氏 名              

 

     年  月  日付け    第   号により交付決定のあった企業立地奨励金

等の実績について、川越市企業立地奨励金等交付要綱第１１条第１項の規定により、下記の

とおり報告します。  

                   記 

認 定 番 号       第        号 

事 業 所 の 名 称  

事 業 所 の 所 在 地  

企業立地奨励金等交付決定額 

【    年度分（ 年目）】 
金              円 

内 

訳 

企 業 立 地 奨 励 金                  円 

雇 用 促 進 奨 励 金                  円 

従 業 員 転 入 奨 励 金                  円 

新規に雇用した常時雇用従業員の数                  人 

操業開始後に転入した常時雇用従業員の数                   人 

交 付 申 請 の 内 容 の 変 更 

（いずれかに○を付してください。） 
変更あり・変更なし 

変更の内容（変更ありの場合）  

添 付 書 類 
１ 市税に未納がない旨の証明書 

２ その他市長が必要と認める書類 

※ 企業立地奨励金等の額の算定のための市税の納付状況の確認及び固定資産税課税台帳

その他課税資料の調査等を市において行うことについて承諾します。 

※ 本制度の効果検証に必要な範囲において、市税の納付状況の確認及び固定資産税課税

台帳その他課税資料の調査等を市において行うことについて承諾します。



 

 

 

様式第７号（第１１条関係） 

 

企業立地奨励金等金額確定通知書 

 

                               第     号                                    

                               年  月  日 

 

 

              様 

 

                     川越市長            印     

 

 

     年  月  日付け    第  号で交付の決定をした企業立地奨励金等

については、下記のとおり確定しましたので、川越市企業立地奨励金等交付要綱第１１条

第２項の規定により通知します。 

 なお、    年  月  日までに、企業立地奨励金等交付請求書を提出してくださ

い。 

                   記 

 

認 定 番 号       第        号 

事 業 所 の 名 称  

事 業 所 の 所 在 地  

企業立地奨励金等交付確定額 

【    年度分（ 年目）】 
金              円 

内 

訳 

企 業 立 地 奨 励 金                  円 

雇 用 促 進 奨 励 金                  円 

従 業 員 転 入 奨 励 金                  円 

支 払 方 法   口座振込 

 

 

  



 

 

 

様式第８号（第１２条関係） 

 

企業立地奨励金等交付請求書 

 

                                年  月  日 

 

（提出先） 

川越市長 

 

                     所在地（住所）            

                    事 業 者 名             

                        代 表 者 氏 名              

 

    年  月  日付け    第   号で確定の通知のあった企業立地奨励

金等について、下記のとおり請求します。 

 

                   記 

 

請 求 金 額     金                 円 

振込先金融機関名  

預 金 種 目 普通・当座 口 座 番 号  

( フ リ ガ ナ ) 

口 座 名 義 人 
 

  

 

 

  



 

 

 

様式第９号（第１３条関係） 

 

企業立地奨励金等申請事項変更申請書 

 

                               年  月  日 

 

（提出先） 

川越市長 

 

                 申請者 所在地（住所）            

                    事 業 者 名             

                        代 表 者 氏 名               

 

 

     年  月  日付けで申請をした事項について、下記のとおり変更したいので、

川越市企業立地奨励金等交付要綱第１３条第１項の規定により申請します。 

 

                   記 

 

 事 業 所 の 名 称  

 事 業 所 の 所 在 地  

 変 更 す る 申 請 

（いずれかにチェックし

てください。） 

  □ 企業立地奨励金対象事業者認定申請 

  □ 企業立地奨励金等交付申請 

 変    

 更  

 内  

 容 

 変 更 前  

 変 更 後  

 変 更 の 理 由  

 変更（予定）年月日          年    月    日 

 添 付 書 類  変更内容を示す書類 

 



 

 

 

様式第１０号（第１３条関係） 

 

企業立地奨励金等申請事項変更承認 （不承認） 通知書 

 

                              第     号 

                              年  月  日 

                             

              様 

 

                 

                     川越市長           印 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった企業立地奨励金等申請事項の変更の申請

については、下記のとおり承認 (不承認) としましたので、川越市企業立地奨励金等交付

要綱第１３条第２項の規定により通知します。 

 

                   記 

 

事 業 所 の 名 称  

事 業 所 の 所 在 地  

申 請 の 区 分 
  □ 企業立地奨励金対象事業者認定申請 

  □ 企業立地奨励金等交付申請 

申 

請 

内 

容 

変 更 前  

変 更 後  

 

 

 

不  承  認  の  理  由 

 



 

 

 

様式第１１号（第１４条関係） 

 

企業立地奨励金認定事業者承継届 

 

                               年  月  日 

 

（提出先） 

川越市長 

 

                 承継者 所在地（住所）            

                    事 業 者 名             

                        代 表 者 氏 名              

 

 

     年  月  日付け    第    号で企業立地奨励金対象事業者の認

定の通知を受けた事業者の事業を承継しましたので、川越市企業立地奨励金等交付要綱第

１４条第１項の規定により届け出ます。 

 

                   記 

 

認 定 番 号 第        号 

認 定 事 業 者 名  

認 定 事 業 所 の 名 称  

認 定 事 業 所 の 所 在 地  

承 継 者 名  

承 継 者 の 代 表 者 氏 名  

承継後の認定事業所の名称  

承 継 の 理 由  

承 継 年 月 日     年    月    日 

添 付 書 類   承継の事実を示す書類 


